
 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

青年・成人期 

「発達障がい」には様々な現れ方があります 
 

発達障がいがどのように現れ、また、どの程度困難なの

かは、人それぞれ異なります。また、周囲の環境や接し

方によっても、多様に変化します。ここでは、発達障が

いの特性の代表例を紹介します。 

 

～発達障がいの定義～ 

平成１７年４月に発達障害者支援法が施行されました。

この法律では「発達障害」とは、「自閉症、アスペルガー

症候群その他の広汎性発達障害、学習障害（LD）、注意欠

陥多動性障害（ADHD）その他これに類する脳機能の障害

であってその症状が通常低年齢において発現するもの」

と定義されています。 
 

□言葉・コミュニケーションにおける特性の例 
・言葉をオウム返しする。 

・言葉を文字通りに受け止めてしまう。 

・言葉の使い分けが苦手。 

 
□対人関係・社会性における特性の例 
・暗黙のルールがわからない。 

・接し方のルールがわからない。 

 
□不注意・多動・衝動性の例 
・同じ年齢の人に比べ、注意力や集中力が極端にない。 

・考える前に、思いついた行動を唐突に行う。 
 
□パターン化した行動、興味・関心のかたよりの例 
・同じ行動を何度も繰り返す。 

・ある特定分野への知識・興味が極端に強い。 

・機械的な記憶が極端に高い。 

 
□不器用さや感覚における特性の例 
・身体を動かすことが極端に苦手で不器用。 

・感覚が極端に過敏または鈍感。 

 
□学習における特性の例 

・知的な遅れを伴わないが、読み・書き・計算などのう

ち特定のもので極端な困難がある。 

 

子どもが泣き止まない 

夜泣きがひどい 

ことばが遅い 

偏食がひどい 

 

抱っこされる

のを嫌がる 

 

ちょろちょろして、

いつも迷子になる 

 

子どもが言うこと

をきいてくれない 

 

まわりの子どもはできている

ことが、うちの子はできない

（できないことが多い） 

 

授業中立ち歩く 

 

学校の勉強についていけない 

 

不登校になっている 

 

忘れ物が多い 

提出物が出せない 

 

進路先が決まらない 

 

友だち付き合いが苦手 

人に騙されやすい 

 

人間関係が 

うまくいかない 

暴力を振るってしまう 

すぐにカーッとなる 

 

アルコールやギャンブル

に依存してしまう 

 

浪費してしまう 

 

いつもクレームを

言ってしまう 

家の中が散らかり

放題 

乳幼児期 

仕事が長続きしない 

 

できるだけ早期に、一人ひとりの特性に合った支援を受けることで、本来持っている力を発揮しやすくなります。 

“本人にとってのわかりやすさ”が大切です。 

支援例の一部を紹介します。 

 

 

なかなか支度ができない 

整理整頓ができない 

何をどこに入れ

るかが一目で分

かるように！ 

※ただしこのような特性があったとしても必ずしも発達障がいがあるわけではありません。 

学齢期 

イラストを使って 

分かりやすく！ 

 

家にひきこもっている 

 

友だちと遊べない 

 

乱暴な行動、発言をする 

こんなこと、ありませんか？ 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

□ 市子育て応援室「ネウボラはつかいち」 

〒738-8501 廿日市市下平良一丁目11番1号 

支援グループ TEL(0829)30-9129 FAX(0829)31-1999 

保健グループ TEL(0829)30-9188 FAX(0829)31-1999 

□ 市障害福祉課 

〒738-8501 廿日市市下平良一丁目11番1号 

TEL(0829)30-9128 FAX(0829)31-1999 

 

□ 廿日市市障がい者福祉相談センターきらりあ 

〒738-8512 廿日市市新宮一丁目13番1号 

廿日市市総合健康福祉センターあいプラザ3F 

TEL(0829)20-0224 FAX(0829)20-0225 

 

（大竹市も含む） 

□ 広島西こども発達支援センターくれよん 
(地域支援部門) 

〒738-0036 廿日市市四季が丘十一丁目23番地 

TEL(0829)30-8941 FAX(0829)30-8945 

□ 県西部こども家庭センター 

〒734-0003 広島市南区宇品東四丁目 1-26 

TEL(082)254-0381 DV相談専用(082)254-0391 

FAX(082)256-5520 

□ 県西部保健所（精神保健福祉相談） 

〒738-0004 廿日市市桜尾二丁目 2-68 

TEL(0829)32-1181 FAX(0829)32-3244 

（大竹市も含む） 

□ 広島西障がい者就業・生活支援センターもみじ 
〒738-0033 廿日市市串戸五丁目1番37号 

あまのクリニック5F 

TEL(0829)34-4717 FAX(0829)34-4718 

 

□ 市教育委員会 

〒738-8501 廿日市市下平良一丁目11番1号 

TEL(0829)30-9209 FAX(0829)32-5163 

あなたの相談しやすい窓口で相談して

ください。必要に応じ関係窓口で連携さ

せていただきます。 

就労に関する

こと 

学校に関する

こと 

 相談窓口 

子どもの発達

に関すること 

その他の相談窓口 

市の相談窓口 

 

・家庭訪問・巡回相談・子育て支援教室 etc… 

 

・ソーシャルスキルトレーニング・ビジョントレーニング 

・ペアレントトレーニング・各種心理検査 etc… 

 

・就労相談 

・同行支援(ハローワーク、企業 etc…) etc… 

まずはお電話ください 相談の流れ 

相談内容に合った支援方法を一緒に考えていきます 

発達支援 

適切な支援におつなぎします 

困っていること等

をお話しください 

その他 

廿日市市では、必要に応じ関係窓口で連携させてい

ただきますので、どこの窓口にご相談いただいても

大丈夫です。※連絡先は裏面をご参照ください。 

 

・生活スキルトレーニング・ピアサポート(当事者の会 etc…) 

・年金申請の相談・福祉サービスなどの制度活用 etc… 

生活支援 

就労支援 

広島西こども発

達支援センター

くれよん 

市子育て応援室 

「ネウボラはつかいち」 

県西部こども家庭センター 

市教育委員会 

県西部保健所 

(精神保健福祉相談) 

廿日市市障がい

福祉相談センタ

ーきらりあ 

広島西障がい者

就業・生活支援

センターもみじ 

市障害福祉課 

はつかいち福祉ねっと 

発達支援部会 

 

 

できるだけ早期に、 

一人ひとりの特性に合った支援を受けることで、

本来持っている力を発揮しやすくなります。 

Ｖｅｒ．２９．４ 


